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　電気配線器具は取扱説明書のとおりに
使用し、次の点に注意してください。
・ テーブルタップの容量を超えないように使用
・ 電気コードは束ねたり挟んだりせず、

劣化していないものを使用
・コンセントプラグは定期的に清掃
問   埼玉県央広域消防本部予防課
　（☎ 048-597-2004）

電気配線器具の火災に注意

　令和６年４月の施行を目指している
「北本市マンション管理適正化推進計画」
および「北本市マンション管理計画認定
制度」の説明会を開催します。
時 11 月 15 日（水）19：00 ～ 20：00
　　　　26 日（日）10：00 ～ 11：00
場  文化センター
問   都市計画政策課営繕・住宅担当
　（☎ 594-5551）

マンション管理適正化推進計画
および認定制度策定説明会

　令和５年度まちづくり市民アンケート
を実施します。このアンケートは、「第
五次北本市総合振興計画後期基本計画」
に定めた成果指標の達成度等を確認し、
効果的かつ効率的な市政運営を行うこと
を目的としています。
対    市内在住の 18 歳以上の人 3,000 人
（住民基本台帳から無作為抽出し、調
査票を郵送する予定）

問   政策推進課政策推進
　担当（☎ 511-7701）

令和５年度まちづくり市民
アンケートへご協力を

地域包括支援センター東センターが12月から移転

　第 64 回東日本実業団対抗駅伝競走大
会が 11 月３日（金・祝）に行われます。
　コースの一部となる市内の旧中山道
は、選手の通過（8：50 ～ 9：15 頃）
に合わせて交通規制が行われ、周辺道路
の混雑が予想されます。コースをう回す
る等、御協力をお願いします。
問    東日本実業団陸上競技連盟
　 ( ☎ 048-771-4248、大会当日 8：00

～ 13：00 のみ☎ 048-522-4801）

東日本実業団対抗駅伝競走大
会に伴う旧中山道の交通規制

　県では、障がいのある人や要介護状態
の人、妊産婦の人など歩行が困難と認め
られる人に「利用証」を交付し、公共施
設や商業施設などに設置されている「車
椅子使用者用駐車区画」および「優先駐
車区画」の適正利用を推進する「埼玉県
思いやり駐車場制度」を 11 月から開始し
ます。
利用証の交付　市役所の各窓口でのお手

続きまたは県への電子申請、郵送申請
で利用証の交付を受けられます。詳細
は市ホームページをご覧ください。

問   ・障 がい者、難病患者等…障がい福祉
課相談支援担当（☎ 594-5535）

　 ・妊 産婦…健康づくり課保健予防担当　
（☎ 594-5544）

　 ・高 齢者等…高齢介護課
高 齢 者 福 祉 担 当（ ☎
594-5539）

埼玉県思いやり駐車場制度お知らせ

　子どもの権利についてどなたでもご相
談ください。
時  11 月 25 日、12 月 23 日 の 土 曜 日

13：30 ～ 15：20
場  文化センター　費  無料　申  不要　
他平日の相談日は 23 ページへ
問   人権推進課（☎ 590-5011）

子どもの権利相談の土曜開催
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問   地域包括支援センター
　東センター
  （☎ 591-0211
　※ 11 月末日まで）

　勤労福祉センター内にある北本市地域
包括支援センター東センターが、12 月
1 日（金）から移転します。

新住所　深井 2 丁目 86 番地
　（☎ 577-5100、FAX580-5090）　
　※ 同一建物内の
　　北本市シルバー人材センター隣

予定）
推進
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〈広告〉

住宅防火 いのちを守る 10 のポイント
【４つの習慣】
・寝たばこは絶対しない、させない
・ストーブ周辺に燃えやすいものを置かない
・こんろを使うときは火のそばを離れない
・ コンセントはほこりを清掃し不要なプラグは抜く
【６つの対策】
・ 安全装置の付いたストーブやこんろ等を使用
・ 住宅用火災警報器を定期的に点検し、

10 年を目安に交換
・ 寝具、衣類、カーテンは防炎品を使用
・ 住宅用消火器等を設置し使い方を確認
・ お年寄りや身体の不自由な人は避難の

経路と方法を常に確保しておく
・ 防火防災訓練への参加や戸別訪問など、

地域ぐるみの防火対策を行う
問   埼玉県央広域消防本部予防課
　（☎ 048-597-2004）

11月９日～15日
秋の全国火災予防運動

【募集】　パブリック・コメント
　法律および埼玉県条例により、野外焼
却（野焼き）は禁止されています。
罰則規定　違法に野外焼却した者（未遂

を含む）に対し、５年以下の懲役もし
くは１千万円以下の罰金またはこの併
科（法人は３億円以下の罰金）に処せ
られる場合があります。ごみは適切に
排出してください。

原則禁止の例外　農業を営むためやむを
えない焼却（例：稲わらの焼却）など
は例外に該当します。ただし、周囲の
生活環境が損なわれている場合は、指
導の対象となります。

問    環境課環境政策・保全担当
（☎ 594-5526）

野外焼却（野焼き）の禁止

募　集

応募資格　18 歳以上 33 歳未満 (32 歳
の人は採用予定月の末日現在で 33 歳
に達していない人 )

①一般曹候補生
受付　11 月 30 日 ( 木 ) まで
試験日（以下のいずれか 1 日を指定）
1次試験 12 月９日 ( 土 ) ～ 12 日 ( 火 )
2 次試験  令和６年

　　　　　1 月 11 日 ( 木 ) ～ 14 日 ( 日 )
②自衛官候補生
受付　年間を通じて受付中
試験日　受付時にお知らせ

問   自衛隊さいたま地域事務所
　( ☎ 048-651-2420)　

自衛官等

市民大学きたもと学苑の
受講生、市民教授

◆後期講座Ｂ日程
　( 令和６年 1 月～ 3 月の講座 )
　 　生涯学習課や各公民館等で配布して

いる「キタガク講座案内」パンフレッ
トとじ込みの専用往復はがき
またはキタガクホームページ
からお申し込みください。
申   12 月 1 日 ( 金・必着 ) まで

◆市民教授説明会（12 月初旬予定）
　 　令和６年度通年・前期講座に向けて

新たに市民教授（講座の先生）を募集
します。英会話、料理、地域学などを
教えてくれる先生を探しています！

　 申   詳細は下記へお問い合わせください。
問   市民大学きたもと学苑事務局（生涯学

習課生涯学習担当☎ 594-5567)

計画案
北本市高齢者福祉計画
2024・第 9期
介護保険事業計画

北本市子どもの権利に
関する行動計画

第５次北本市
地球温暖化対策
実行計画

公表・意見
募集期間

11 月 1 日（水）～
30 日（木）

11 月８日（水）～
12 月７日（木）

11 月 20 日（月）～
12 月 20 日（水）

担当課・
問合せ

高齢介護課高齢者
福祉担当・介護担当
（☎ 594-5539・
 FAX593-2862）

子育て支援課
児童相談担当

（☎ 511-7702・
 FAX 592-5997）

環境課
環境政策・保全担当
（☎ 594-5524・
 FAX592-5997）

　次の計画案について、市民の皆さんの意見を募集します。計画案は、市ホームペー
ジ、担当課および市政情報コーナーで閲覧することができます。

意見の提出方法　住所・氏名・電話番号（ＦＡＸ番号またはメール
アドレス）を記入し、次の方法で提出してください。

　①郵送（〒 364-8633 住所記載不要）　②ＦＡＸ　
　③直接窓口（書面による提出）　　　　 ④市ホームページ　
　※ ①～③による場合は、「北本市パブリック・コメント
　　手続意見提出書」を使用して提出してください。

各計画案の公表期
間になるとリンクが
表示されます▶

北本市役所　☎ 591-1111（代表）・FAX592-5997
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